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議案第４５号 

 

   狭山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 狭山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成

３０年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「が３５」を「（当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援

事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第３項の規定により地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅

介護支援事業所において指定介護予防支援を行う場合にあっては、当該事業所におけ

る指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の

数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）が４４」に改め、同条に

次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保

険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立さ

れた法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅 

サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の

共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合に

おける第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が４９又はその端数を増すごと

に１とする。 

 第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

 第７条第２項を次のように改める。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第４条に規定する基本方針及び利

用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業

者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なけれ

ばならない。 

 第７条中第８項を第９項とし、同条第７項各号列記以外の部分中「第４項」を「第

５項」に改め、同項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」に改め、同項を同条第

８項とし、同条第６項中「第４項第１号」を「第５項第１号」に改め、同項を同条第

７項とし、同条中第５項を第６項とし、同条第４項中「第７項」を「第８項」に改め、

同項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により
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一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第 

３４条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改め、同項を同条第５

項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地

域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置

付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに前６月間に当該指定居宅介護

支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごと

の回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者

によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなけ

ればならない。 

 第１６条第２号の次に次の２号を加える。 

（２）の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利

用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならな

い。 

（２）の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第１６条第１５号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号中イをウとし、ア

の次に次のように加える。 

  イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。た

だし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月に１回、利用者

の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月にお

いては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものと

する。 

  （ア）テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者

の同意を得ていること。 

  （イ）サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担

当者その他の関係者の合意を得ていること。 
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    ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

    ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

    ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握

できない情報について、担当者から提供を受けること。 

 第１６条第３０号中「により」の次に「、地域包括支援センターの設置者である」

を加える。 

 第２５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同 

項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。 

 第３２条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５

号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号

とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３）第１６条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第３４条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）」を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条第４項第２号及び

第３４条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間における改正後の狭山市指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条 

例」という。）第２５条第３項（新条例第３３条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要

事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。 
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  令和６年３月１３日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正

をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第４６号 

 

   狭山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 狭山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２４年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第５項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同条第６項ただし書中

「同一施設内」を「同一敷地内」に改める。 

 第８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１０条第２項第２号を次のように改める。 

（２）電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第２０４条第１項において同じ。）に係る記

録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録し

たものを交付する方法 

 第２５条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の次に次の２号

を加える。 

（８）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を

行ってはならない。 

（９）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第３５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同 

項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェ

ブサイトに掲載しなければならない。 

 第４３条第２項第３号中「第２７条第１１項」を「第２７条第１０項」に改め、同

項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、同項

第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３



- 6 - 

 

号の次に次の１号を加える。 

（４）第２５条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第４３条第３項中「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する

省令」を「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令」に改

め、同項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第４４条第２項中「第４３条第２項第３号及び第４号」を「前条第２項第２号及び

第３号」に改める。 

 第４９条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

 第５２条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４

号の次に次の２号を加える。 

（５）指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 

（６）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第５９条第２項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第３号

とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

（２）第５２条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第５９条第３項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第６０条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第６０条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号

を加える。 

（５）指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 

（６）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第６０条の１９第２項中第５号を第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の



- 7 - 

 

規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

（２）第６０条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第６０条の１９第３項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第６０条の２０の３中「第６０条の１９第２項第２号」を「第６０条の１９第２項

第３号」に、「同項第３号」を「同項第４号」に改める。 

 第６０条の２４第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第６０条の３０中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、

第２号の次に次の２号を加える。 

（３）指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らない。 

（４）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第６０条の３７第２項中第６号を第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の

規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規

定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定

による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３）第６０条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第６０条の３７第３項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第６３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第６６条第２項中「指定介護療養型医療施設」を「健康保険法等の一部を改正する

法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第

３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。 

 第６７条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第７１条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加

える。 

（５）指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を 
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行ってはならない。 

（６）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第７２条第１項中「及び次条」を削る。 

 第８０条第２項中第５号を第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定によ 

る」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

（２）第７１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の 

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第８０条第３項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第８３条第６項の表中欄中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限

る。）」を削る。 

 第８４条第１項ただし書を次のように改める。 

  ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。 

 第９３条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的

拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条中第８号を第９号とし、第７

号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

  ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

  イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

 第１０７条の次に次の１条を加える。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会の設置） 
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第１０７条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向

上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけ

る利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす 

る。）を定期的に開催しなければならない。 

 第１０８条第２項第３号から第６号までの規定及び同条第３項第１号中「に規定す

る」を「の規定による」に改める。 

 第１１２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小

規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を削

る。 

 第１２２条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等によ 

り」を削る。 

 第１２６条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を

加える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定

めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなけ

ればならない。 

（１）利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

（２）当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合にお

いて診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関との間

で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名

称等を市長に届け出なければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第二

種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定す

る指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等

の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機
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関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機

関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合において

は、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることがで

きるように努めなければならない。 

 第１２８条第２項第２号から第５号までの規定及び同条第３項第１号中「に規定す

る」を「の規定による」に改める。 

 第１２９条中「及び第１０５条」を「、第１０５条及び第１０７条の２」に改める。 

 第１３１条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１項を加える。 

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの規定の適

用については、同号ア中「１」とあるのは、「０．９」とする。 

（１）第１５０条において準用する第１０７条の２に規定する委員会において、利用

者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に

関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的

に確認していること。 

  ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

  イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

  ウ 緊急時の体制整備 

  エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において「介

護機器」という。）の定期的な点検 

  オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

（２）介護機器を複数種類活用していること。 

（３）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、

地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

（４）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組に

よる介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められるこ

と。 

 第１３２条ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模多

機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務」を削る。 

 第１４８条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療
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機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。 

（１）利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

（２）当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機

関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を市長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指

定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他

の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができる

ように努めなければならない。 

 第１４９条第２項第２号から第６号までの規定及び同条第３項第１号中「に規定す

る」を「の規定による」に改める。 

 第１５０条中「及び第１００条」を「、第１００条及び第１０７条の２」に改める。 

 第１５２条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護支援専門員

（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

 第１５３条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０５号）」を

加える。 

 第１６６条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び

当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、

１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時

等における対応方法の変更を行わなければならない。 

 第１６７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１６８条第５号及び第６号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録す
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る」を「の記録を行う」に改め、同条第７号中「に規定する」を「の規定による」に、

「記録する」を「の記録を行う」に改める。 

 第１７３条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を次のように改

める。 

  指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号に掲げる要件を満た

す協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。この

場合においては、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

に掲げる要件を満たすことができる。 

（１）入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

（２）当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を、常時確保していること。 

（３）入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要する

と認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

 第１７３条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、

入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

を市長に届け出なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関で

ある場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、

再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるよう

に努めなければならない。 

 第１７７条第２項第２号から第５号までの規定及び同条第３項第１号中「に規定す

る」を「の規定による」に改める。 

 第１７８条中「及び第６０条の１７第１項から第４項まで」を「、第６０条の１７
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第１項から第４項まで及び第１０７条の２」に改める。 

 第１８８条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理

等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

 第１９０条中「第４項まで」の次に「、第１０７条の２」を加える。 

 第１９１条中「施行規則第１７条の１２に規定する看護小規模多機能型居宅介護」

を「法第８条第２３項第１号に規定するもの」に改める。 

 第１９２条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

 第１９３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等」を削る。 

 第１９８条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅において、又は

サービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練

並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同条中第１１号を第１２号と

し、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

  ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

  イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。 

 第２０２条第２項第３号及び第６号から第８号までの規定並びに同条第３項第１号

中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第２０３条中「及び第１０７条」を「、第１０７条及び第１０７条の２」に改める。 

 第２０４条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１０条第２項の改正規

定、第４３条第３項の改正規定（「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等
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の請求に関する省令」を「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に

関する命令」に改める部分に限る。）並びに第４４条第２項及び第２０４条第１項

の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間における改正後の狭山市指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以

下「新条例」という。）第３５条第３項（新条例第６０条、第６０条の２０、第 

６０条の２０の３、第６０条の３８、第８１条、第１０９条、第１２９条、第  

１５０条、第１７８条、第１９０条及び第２０３条において準用する場合を含  

む。）の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」と

あるのは、「削除」とする。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間における新条例第９３条第

７号及び第１９８条第７号の規定の適用については、これらの規定中「講じなけれ

ば」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間における新条例第１０７条

の２（新条例第１２９条、第１５０条、第１７８条、第１９０条及び第２０３条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第１０７条の２中

「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

５ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間における新条例第１７３条

第１項（新条例第１９０条において準用する場合を含む。）の規定の適用について

は、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」

とする。 

 

 

 

 

 



- 15 - 

 

  令和６年３月１３日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、

所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第４７号 

 

   狭山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 狭山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例（平成２４年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１０条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を

有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規

定する指定介護療養型医療施設をいう。第４５条第６項において同じ。）の運営（同

条第７項」を「健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第 

２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設の運営（第４５条第７項」に改める。 

 第１１条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１２条第２項第２号を次のように改める。 

（２）電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。第９２条第１項において同じ。）に係る記録

媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録した

ものを交付する方法 

 第３３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同 

項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサ

イトに掲載しなければならない。 

 第４１条第２項中第５号を第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号中「に規定する」を「の規定によ 

る」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 
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（２）第４３条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第４１条第３項中「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する

省令」を「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令」に改

め、同項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第４３条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６号とし、

同条中第１３号を第１５号とし、第１０号から第１２号までを２号ずつ繰り下げ、第

９号の次に次の２号を加える。 

（１０）指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

（１１）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第４５条第６項の表中欄中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限

る。）」を削る。 

 第４６条第１項ただし書を次のように改める。 

  ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

 第５４条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的

拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

 第６４条の次に次の１条を加える。 
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 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会の設置） 

第６４条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その

他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

 第６５条第２項第３号から第６号までの規定及び同条第３項第１号中「に規定す 

る」を「の規定による」に改める。 

 第７３条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規

模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

 第８０条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」

を削る。 

 第８４条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加

える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療

機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。 

（１）利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること。 

（２）当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機

関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を市長に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定

する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい  

う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項

において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 
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５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指

定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他

の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入

居させることができるように努めなければならない。 

 第８６条第２項第２号から第５号までの規定及び同条第３項第１号中「に規定す 

る」を「の規定による」に改める。 

 第８７条中「及び第６２条」を「、第６２条及び第６４条の２」に改める。 

 第９２条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１２条第２項第２号の

改正規定、第４１条第３項の改正規定（「介護給付費及び公費負担医療等に関する

費用等の請求に関する省令」を「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の

請求に関する命令」に改める部分に限る。）及び第９２条第１項の改正規定は、公

布の日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間における改正後の狭山市指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例（以下「新条例」という。）第３３条第３項（新条例第６６条及び第８７条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。」とあるのは、「削除」とする。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間における新条例第５４条第

３項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう

努めなければ」とする。 
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 （利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間における新条例第６４条の

２（新条例第８７条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新

条例第６４条の２中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 

 

 

  令和６年３月１３日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正

に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第４８号 

 

   狭山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 狭山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２６年条例第

２２号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指

定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」

を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業

所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門

員を置かなければならない。 

 第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下「指

定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前項に規定する」を 

「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により

置く」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定により置

く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の 

６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主任介

護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確

保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員

（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管理者とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に

掲げる場合は、この限りでない。 

（１）当該管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に

従事する場合 

（２）当該管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防支

援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

 第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、同

条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援
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事業者の場合にあっては、介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。）」

を加え、同条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒

体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。第３６条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 第１３条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料のほか、

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予

防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができ

る。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する費用

の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

 第１４条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

 第１５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者」に改め、同条第４号中「次章」の次に「（第３３条第２９

号を除く。）」を加える。 

 第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同 

項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。 

 第３１条第２項第２号エ中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中 

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次

に次の１号を加える。 

（３）第３３条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（同条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」という。）の態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 



- 25 - 

 

 第３３条第２号の次に次の２号を加える。 

（２）の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 

（２）の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第３３条第１６号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況

に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号中ウをオとし、

同号イ中「月」の次に「（イただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用

者に面接する月を除く。）」を加え、同号イを同号エとし、同号アの次に次のように

加える。 

  イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。た

だし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の

翌月から起算して３月ごとの期間（以下このイにおいて単に「期間」とい  

う。）について、少なくとも連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、

面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間においては、テレビ電話装置

等を活用して、利用者に面接することができる。 

  （ア）テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者

の同意を得ていること。 

  （イ）サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担

当者その他の関係者の合意を得ていること。 

    ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

    ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

    ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できな

い情報について、担当者から提供を受けること。 

  ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったと

きは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

 第３３条に次の１号を加える。 

（２９）指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の

３０の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められた場合には、その求

めに応じなければならない。 

 第３５条中「第１３条」を「第１３条第１項」に改める。 
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 第３６条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）」を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条第４項及び第３６

条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間における改正後の狭山市指

定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下「新条例」とい  

う。）第２４条第３項（新条例第３５条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項を 

ウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。 

 

 

  令和６年３月１３日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の改正をしたいので、

この案を提出するものである。 
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議案第４９号 

 

令和５年度狭山市一般会計補正予算（第１１号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年３月１３日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 



令和５年度狭山市一般会計補正予算（第１１号） 

 

 

 令和５年度狭山市一般会計の補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５５，９０５千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５６，０５４，１７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10,872,835 70,332 10,943,167

2 4,093,444 70,332 4,163,776

3,828,340 74,173 3,902,513

2 3,575,131 74,173 3,649,304

1,211,720 311,400 1,523,120

1 1,211,720 311,400 1,523,120

55,598,272 455,905 56,054,177

歳  入 （単位：千円）

 第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

16 国庫支出金

国庫補助金

20 繰 入 金

基金繰入金

                      歳             入             合             計

23 市　　債

市　　債



4,173,302 455,905 4,629,207

3 459,659 455,905 915,564

55,598,272 455,905 56,054,177

歳  出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

                      歳            出            合            計

10 教 育 費

中学校費



 

 

第２表 繰越明許費補正 

追 加                      （単位：千円） 

款 項 事  業  名 金   額 

１０ 教 育 費 ３ 中学校費 中学校校舎等改修事業 

 

４５５，９０５ 

 

 

 

第３表 地方債補正 

追 加 （単位：千円） 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

中学校校舎等改修事業費 311,400 

普通貸借 

又は 

証券発行 

４．０％以内 

借入先の融通条件による。た

だし、市財政の都合により据

置期間を短縮し、若しくは繰

上償還し、又は低利に借

換えすることができる。 

 

 

 


